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山本地域振興局庁舎環境衛生管理業務委託特記仕様書

１ 委託業務の内容

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下「法」という。）第４

条の規定に定める建築物環境衛生管理基準に基づき、山本地域振興局庁舎において環境衛生上良好な状態

を維持管理するために必要な受水槽清掃、飲料水の水質検査、空気環境測定及び害虫駆除等の業務を委託

する。

２ 委託場所等

（１）名 称 山本地域振興局庁舎

（２）住 所 秋田県能代市御指南町１番１０号

（３）延床面積 ３，３４９．５０㎡（特定建築物該当）

（４）用 途 事務所

３ 建築物環境衛生管理技術者の選任

法第６条の規定による建築物環境衛生管理技術者として選任するため、建築物環境衛生管理技術者免状

を有する者を当該業務に従事させるものとする。

（１）届出

当該業務に従事させる者を決定したときは、速やかに書面（様式任意）により届け出ること。届出書

には、その者の建築物環境衛生管理技術者免状の写しを添付すること。

（２）監督等

当該従事者は、建築物環境衛生管理基準に従って、維持管理が適正に行われるよう監督を行うものと

する。また、維持管理の状況について、担当職員が意見を求めたときは、速やかに対応するものとする。

４ 特定建築物管理報告書の作成

（１）能代市建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関する事務取扱要綱（平成１８年告示

第６９号）に基づく特定建築物管理報告書を作成すること。

（２）報告書は２か月分をまとめ、契約書に記載された期限内に提出すること。

５ 実施方法等

（１）受水槽清掃については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第２号、以下「規則」という。）第４条第１項第７号の規定に基づき、次のとおり実施する。

① 受水槽の容量等

ア 槽数及び容量 １槽、１０．０ｍ３

イ 形状及び材質 複合板形パネル水槽、ＦＲＰ製

ウ 給 水 方 式 ポンプ直送方式

エ 防錆剤及び滅菌装置の使用の有無 無

オ 供給水道名 能代市上水道

② 作業方法

作業に当たっては、厚生労働省で定めている関係法令等を遵守し、事故が発生しないよう適切に実

施すること。

③ 作業日

清掃日は９月中の１日で行うものとし、事前に担当職員と協議してから実施すること。

④ 作業完了報告書

作業完了後、その状況が分かる写真を添付し、必要事項を記載した書面（様式任意）を速やかに提

出すること。
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（２）飲料水の水質検査については、規則第４条第１項第３号イ及びロの規定に基づき、次のとおり実施す

る。

① 検査方法

検査に当たっては、厚生労働省で定めている関係法令等を遵守し、適切に実施すること。

② 採水日

採水日は次のとおりとするが、事前に担当職員と協議してから実施すること。

ア 規則第４条第１項第３号イ及びロの項目（計２８項目）については、９月中の１日で行うものと

し、受水槽清掃に併せて実施する。

イ 規則第４条第１項第３号イの項目（１６項目）については、３月中の１日で行うものとする。

③ 水質検査の再委託

ア 上記水質検査を再委託する場合は、事前に相手方の商号・名称、代表者職氏名、業務内容及び金

額を記載した書面（様式任意）を提出し、発注者の承認を得ること。

イ 再委託の相手方は、法第１２条の２第１項第４号に定める、建築物における飲料水の水質検査を

行う事業の登録を受けた者であること。

④ 検査結果報告書

検査結果判明後、水質基準の適合状況及び必要事項を記載した書面（様式任意）を速やかに提出す

ること。

なお、再委託をした場合は、その検査結果報告書の原本を添付すること。

（３）飲料水残留塩素測定については、規則第４条第１項第７号の規定に基づき、次のとおり実施する。

① 測定方法

測定に当たっては、厚生労働省で定めている関係法令等を遵守し、適切に実施すること。

② 測定日

測定日は委託期間中の毎週木曜日（年５２回）に行うものとする。ただし、その日が秋田県の休日

を定める条例（平成元年条例２９号）第１条による県の休日のときは、担当職員と協議する。

③ 測定結果報告書

２か月分をまとめ、４項で指定された報告書により、契約書に記載された期限内に提出すること。

（４）空気環境測定については、規則第３条の２第３号の規定に基づき、次のとおり実施する。

① 測定方法

測定箇所は６か所（別途指示）とし、厚生労働省で定めている関係法令等を遵守し、適切に実施す

ること。

② 測定日

測定日は年６回、委託期間中の奇数月に１日で行うものとし、事前に担当職員に協議してから実施

すること。

③ 測定結果報告書

第４項で指定された報告書により、契約書に記載された期限内に提出すること。

（５）害虫防除については、規則第４条の５第２項の規定に基づき、次のとおり実施する。

① 作業方法

作業に当たっては、厚生労働省で定めている関係法令等を遵守し、適切に実施すること。

② 作業日

作業日は９月中及び３月中の１日で行うものとし、事前に担当職員と協議してから実施すること。

③ 作業完了報告書

業務実施後、その状況が分かる写真を添付し、必要事項を記載した書面（様式任意）を速やかに提

出すること。
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６ その他の提出書類

（１）委託業務が完了した期日等を記載した完了報告書（様式任意）を２か月ごとに作成し、第４項で指定

された報告書と共に、契約書に記載された期限内に提出すること。

（２）委託業務の履行期間が終了したときは、委託業務完了通知書（様式任意）を速やかに提出すること。

７ その他

委託業務の実施に当たって疑義が生じた場合は、担当職員へ協議するものとする。


